
命を守る訓練 

校長 宇川 光平 

 

水泳指導が始まりました。授業前の子ども達の笑顔を見ると、多くの子ども達は水泳の

授業をとても楽しみにしているようです。限られた回数ですが、たっぷりと練習して、水

に慣れ、去年よりうまく泳げるようになるとよいですね。 

１，３，５年生は、この水泳指導期間の内、一回は着衣水泳をします。着衣水泳は、い

きなり川や池等に落ちた場合を想定した訓練です。衣服をつけたままだと泳ぎづらい、ま

たは、泳げないということを実感し、子どもだけで水辺で遊ぶことが危険につながること

を知ってもらうとともに、万が一、水に落ちた時でもしばらく浮くことができる方法、救

助の方法等、練習します。子どもだけでは行かないのは当然ですが、この夏、家族と川や

海へ出かけることはあるでしょう。万が一のことが起こった時に役立つはずです。 

一学期は引き渡し訓練や火災を想定した避難訓練もありました。これら命を守る訓練は、

子ども達にとっていざという時の備えになります。 

職員につきましては、これら以外にも、水泳指導開始前に、消防署からレスキュー隊を

お呼びして救急シュミレーション訓練も行いました。（本校ホームページ参照）。さらに、

学校では、夏休みに毎年不審者対応訓練をします。学習指導のみならず、子ども達の安全

管理にも職員一同、取り組んでいきます。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日 水 委員会活動（６年写真撮影） １５日 月 海の日 

４日 木 代表委員会 放課後学習 １７日 水 給食最終日 

５日 金 明城漢字検定 定時退勤日 １８日 木 校外児童会（４校時） 

６日 土 学校公開 明城まつり １９日 金 終業式 定時退勤日 

８日 月 代休日 ２２日 月 サマースクール（午前） 個人懇談（午後） 

９日  火  児童集会 2３日 火 サマースクール（午前） 個人懇談（午後） 

１０日 水 クラブ活動 ２４日 水 サマースクール（午前） 個人懇談（午後） 

１１日 木 放課後学習 2５日 木 
サマースクール（午前） 個人懇談（午後） 

完全定時退勤日  

１２日 金 １～３年給食終了後下校 定時退勤日 ２６日 金 定時退勤日 

・尼崎城址公園、中央図書館をはじめとした公共施設において、子ども達のマナー違反があり、管理者や

付近の人が困ることがあるようです。本校児童だけが迷惑をかけているわけではありませんが、公共の

施設での過ごし方に気を付けるよう、ご家庭でもお声掛けよろしくお願いいたします。（汚さない、壊

さない、室内では静かに過ごす、そこで禁じられていることをしない等） 

・気温・湿度の高い時期になりました。子どもたちには水筒・タオルを毎日持たせてください。 

・子ども達が、十分な睡眠と朝食を必ず取るよう、ご家庭でもご協力お願いいたします。 

完全定時退勤日・・・定時退勤日に加え、より定時退勤を徹底する日を月に一回設定しました。 

 

＜８月の予定＞ 

１１日（日）～１７日（土）学校閉鎖 

２９日（金）始業式（１２時下校） 

夏休み作品展は 9月 2 日（月）、３日（火）  

 尼崎市南城内 10番地の 1 TEL06-6481-2432 

       

令和６年６月２８日(金) 

  ７月号 

ＮＯ．３ 

http://www.ama-net.ed.jp/school/e01/ 

～明城なかよしラリーは休止になります～ 

 毎年秋に、たてわり班ごとに校区内の明城遺産（校区の歴史ある施設等）を巡る「明城なかよしラ

リー」がありましたが、今年度、中止といたします。 

 学級減に伴う担任減による人手不足、行事が続くことによる他教科の学習時間の圧迫等、厳しい状

況の中、何とかこの行事を継続してきました。そのような中、近年、従来の学習効果を生み出すこと

が難しい状況でした。一方で、昨年度、学力向上面の課題（国語・算数）をはじめ、解決を優先すべ

き本校の課題も浮かび上がってきました。 

明城なかよしラリー自体はすばらしい取組ですが、これは、一日で完結するイベントではありませ

ん。中身の伴った活動にするためには、教職員による計画の段階から子ども達の事前学習・準備へと、

しっかりと進めなければなりません。 

上記内容を踏まえながら学校行事の精選を進めていく中で、当該行事が無理な運営になっていると

判断し、休止にしました。ただし、今後、無理ない運営が可能な状況になれば、再開することにいた

します。 

～明城小学校いじめ防止基本方針～ 

いじめ防止対策推進法や尼崎市いじめ防止基本方針を踏まえ、本校における取り組みを整理し、定めた

ものです。本校のホームページにも載せておりますのでご覧ください。いじめについては、未然防止・早

期発見・早期対応を心がけるとともに、日々の学校生活において、児童の心の教育にも取り組んでいきた

いと思います。 


